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令和４年度北方領土返還要求運動の実施について 

 

１ 北方領土返還要求県内市町キャラバン（出発式） 

（１）日時 令和４年８月２２日（月）９時１０分～９時３０分 

（２）場所 県庁行政庁舎１階エントランスホール 

 （詳細は別記１のとおり） 

 

 

２ 北方領土早期返還要求石川県民大会 

（１）日時 令和４年８月２２日（月）１４時～１６時３０分 

（２）場所 石川県地場産業振興センター 本館（大ホール） 

  （詳細は別記２のとおり） 

 



（別記１） 

１ 北方領土返還要求県内市町キャラバン（出発式） 

 
 

１ 趣旨 我が国固有の領土である北方領土の早期返還を目指し、県民の総意を結集 

すべく、県内市町にキャラバン隊を派遣し、活発で幅広い啓発を図る。 

 

２ 主催 北方領土返還要求運動石川県民会議 

会長 石田 忠夫（石川県議会議長） 

 

３ 後援 内閣府北方対策本部 

 

４ 日時 令和４年８月２２日（月）９時１０分～９時３０分 

 

５ 場所 県庁行政庁舎１階エントランスホール 

 

６ 出発式の概要 

（１） 激励のことば 

北方領土返還要求運動石川県民会議会長 石田 忠夫（県議会議長） 

石川県知事 馳 浩 

（２） メッセージの手渡し（会長より各隊長へ） 

（３） 出発の挨拶（能登コース隊長 藤 法生） 

 

７ キャラバン隊 

（１） 加賀コース 

  隊 員 隊長以下４名 

  訪問先 ４市２町（金沢市、白山市、野々市市、内灘町、かほく市、津幡町） 

（２） 能登コース 

  隊 員 隊長以下４名 

  訪問先 ２市３町（珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、中能登町） 

 （３）キャラバン隊の構成 

   石川県民会議加盟団体から選出された代表にて構成 

 

８ キャラバン隊の主な業務 

（１） 北方領土の返還に関する街頭啓発 

（２） 訪問市町に対して、北方領土返還に関する県民会議会長からの要請文の伝達 

 

 

 

 



（別記２） 

 

２ 北方領土早期返還要求石川県民大会 

 

 

１ 趣 旨 我が国固有の領土である北方領土の早期返還を目指し、石川県民の 

強い決意を内外に表明し、運動の一層の盛り上げを図る。 

 

２ 主 催 北方領土返還要求運動石川県民会議 

会長 石田 忠夫（石川県議会議長） 

 独立行政法人 北方領土問題対策協会 

 

３ 後 援 内閣府北方対策本部 

 

４ 日 時 令和４年８月２２日（月）１４時～１６時３０分 

 

５ 場 所 石川県地場産業振興センター 本館（大ホール） 

 

６ 次 第  

（１） 開会のことば 

（２） 主催者あいさつ 

（３） 来賓あいさつ 

（４） メッセージの紹介 

（５） 電報披露 

（６） 経過報告 

（７） 大会宣言 

（８） 記念講演 

演題 「ロシアによるウクライナ侵攻と北方領土問題の行方」 

講師 防衛研究所 政策研究部長 兵頭
ひょうどう

 慎
しん

治
じ

 氏 

（９） キャラバン隊の報告 

（10）閉会のことば 

 

７ その他 

昭和５６年１２月に北方領土返還要求運動石川県民会議が発足し、 

昭和５７年８月に第１回の大会を開催して以来、毎年開催し、今年が 

４１回目である。 

 



 

 

 

 

資料 

 

北方領土返還要求運動石川県民会議の概要 

 

 

１ 設   立  昭和５６年１２月１９日 

２ 会   長  石川県議会議長 

３ 構 成 団 体  ２８団体 

石川県、石川県市長会、石川県町長会、石川県議会、石川県青年団 

協議会、石川県婦人団体協議会、日本労働組合総連合会、石川県連 

合会、石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県農業 

協同組合中央会、石川県森林組合連合会、石川県漁業協同組合、公 

益社団法人日本青年会議所北陸信越地区石川ブロック協議会、石川 

県市議会議長会、石川県町村議会議長会、一般社団法人石川県経営 

者協会、石川県中小企業団体中央会､一般社団法人金沢経済同友会、 

公益財団法人石川県消防協会、一般社団法人石川県郷友会、公益財 

団法人石川県老人クラブ連合会、一般財団法人石川県遺族連合会、 

石川県高等学校長協会、石川県小中学校長会、石川県ＰＴＡ連合会､ 

石川県高等学校ＰＴＡ連合会、石川県公民館連合会、公益社団法人 

石川県隊友会      

 

４ そ の 他  北方領土問題対策協会の指導のもと、全国で県民会議の設置が進め  

                られ、現在、全都道府県で設立され活動を行っている。 

 

（参考） 

設立趣意書   

国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島のいわゆる北方領土は、１８５５年（安政元年）２

月７日に結ばれた下田条約に明記されているとおり、我が国固有の領土であり、その返還

は日本国民の悲願として、また、日ソ両国の恒久平和のためにも早期復帰が強く望まれて

きたところであります。 

   このため、政府においては、毎年２月７日を「北方領土の日」と決めるなどこの問題に

対する認識と世論の喚起高揚を図り、もって全国民の総意を結集し今後の日ソ外交交渉に

強く反映させようと、全国規模での北方領土返還要求運動を展開しております。 

   つきましては、本県においても今日まで熱心な啓発活動等が行われてきたところであり

ますが、今後この運動を更に拡大し、より効果的に推進するため、「北方領土返還要求運

動石川県民会議」を設立することとしたものです。 

 

 


